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                 船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年９月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（導流堤） 

発生日時 平成２７年４月１６日 ０５時５５分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市広瀬導流堤南西端（平戸瀬戸） 

 広瀬導流堤灯台から真方位１８６°９ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２２.８３′ 東経１２９°３４.０８′） 

事故調査の経過  平成２７年５月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 常
じょう

豊
ほう

丸、２９８トン 

   １３６３６５、豊海運株式会社（Ａ社） 

   ３９.３０ｍ×９.４０ｍ×４.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,４７１kＷ（合計）、平成１１年５月

１４日 

Ｂ 台船 YUTAKA
ユ タ カ

２１、１,３４７トン 

   なし、Ａ社 

   ６２.００ｍ×２４.００ｍ×３.５０ｍ、鋼 

   機関なし、平成９年（建造） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５８年５月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年３月８日 

  免状有効期間満了日 平成３０年５月１１日 

航海士 男性 ４２歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２３年１２月７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１２月７日 

  免状有効期間満了日 平成２８年１２月６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷中央部に破口及び亀裂を伴う凹損 

導流堤 南西端のコンクリート上方角部に欠損及び擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長及び航海士ほか３人が乗り組み、無人のＢ船をえい
．．

航
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した引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、船長及び航海

士が船橋当直につき、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、約

１０～１０.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操

舵により、平戸市南風
は え の

埼西方沖を北北西進した。 

 船長は、平戸市黒子島東方沖に差し掛かった頃、広瀬の西側（以下

「西水道」という。）に反航船及び漁船がいなかったので、西水道を

航行するかどうか迷いながら黒子島東方沖の予定変針場所を通過し、

当初の予定どおり広瀬の東側（以下「東水道」という。）を航行しよ

うと思い直し、右舵を取って広瀬の南方を北東進中、平成２７年４月

１６日０５時５５分ごろ、Ｂ船の左舷中央部が広瀬導流堤の南西端に

衝突した。 

 船長は、航海士からの報告により、Ｂ船が広瀬導流堤に衝突したこ

とを知り、その直後、Ｂ船から出していたＹ字型ワイヤロープが切断

したことを認めた。 

 船長は、０６時００分ごろ船舶所有者に連絡し、潮流により西水道

を北方に漂流中のＢ船を回収した後、海上保安庁に通報した。 

 Ｂ船は、総重量約１,０００ｔとなる積荷を積載していたが、積荷

に損傷はなく、長崎県松浦市調川
つきのかわ

港でＡ船から引き継いだ僚船によ

り関門港田野浦区にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風速 約５m/s、視程 ３海里以上 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮流 北東流約３.５kn 

 その他の事項  Ａ船は、本事故時、船尾のえい
．．

航ウインチから巻き出した直径約５

０mm のワイヤロープ、直径約１００mm のクッションロープ（長さ約

５０ｍの合成繊維製ロープ）、Ｂ船の船首両舷のボラードに掛けた直

径約３７mm のＹ字型ワイヤロープ（長さ約３３ｍ）を順次シャック

ルで連結し、Ａ船引船列の全長を狭水域航行時の約１７２ｍとしてい

た。 

  Ｙ字型ワイヤロープは、１年ごとに交換されており、本事故当時

は、交換後２～３か月のものが使用されていた。 

Ａ船引船列は、航行する海域に応じてＡ船側のワイヤロープの長さ

を調整していた。 

 船長は、右舵を取って広瀬の南方を北東進中、Ａ船引船列がふだん

より広瀬に接近する進路となったので、機関の回転数を上げてＡ船の

船首を鴨瀬灯浮標に向けた。 

船長は、平戸瀬戸を年に３～４回航行しており、北進時には東水道

を航行するようにしていたが、過去に１～２回西水道を航行したこと

があり、西水道を航行する方が操船しやすいと感じていたが、右側航

行という意味で東水道を航行することとした。 
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 九州沿岸水路誌には、平戸瀬戸に関し、次のとおり記載されてい

る。 

 針路法 

  一般的注意事項 

  佐世保海上保安部は、平戸瀬戸における海難を防止するため海上

衝突予防法による狭水道における航法を守るよう、また、北航船の

うち５００ｔ未満は東水道（広瀬～牛ケ首間の水道）を、５００ｔ

以上は西水道（広瀬～獅子駒埼間の水道）を航行するよう、南航船

は小型漁船を除き、西水道を広瀬から離して航行するようそれぞれ

指導している。 

 また、佐世保海上保安部のホームページには、平戸瀬戸航法ガイド

が掲載されているが、船長は、いずれも知らなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船引船列は、平戸瀬戸において、約３.５kn の北東方へ流れる潮

がある状況下を同瀬戸北口に向けて北進中、船長が、予定していた東

水道から西水道に変更するかどうか迷い、東水道に向ける変針時機が

遅れたことから、増速したものの広瀬導流堤に接近する進路となると

ともに潮流に圧流され、Ｂ船が広瀬導流堤に衝突したものと考えられ

る。 

 船長は、東水道を航行する予定でいたが、西水道に反航船及び漁船

がいなかったこと及び過去に西水道を航行した際、西水道の方が操船

しやすいと感じていたことから、西水道を航行するかどうか迷ったも

のと考えられる。 

 船長は、平戸瀬戸の航法について事前に調査していれば、迷うこと

なく西水道を航行し、本事故の発生を回避できた可能性があると考え

られる。  

原因  本事故は、Ａ船引船列が、平戸瀬戸において、約３.５kn の北東方

へ流れる潮がある状況下を同瀬戸北口に向けて北進中、船長が、予定

していた東水道から西水道に変更するかどうか迷い、東水道に向ける

変針時機が遅れたため、増速したものの広瀬導流堤に接近する進路と

なるとともに潮流に圧流され、Ｂ船が広瀬導流堤に衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考  Ａ社では、本事故後、所有する船舶に平戸瀬戸航法ガイドを配布

し、各船舶の船橋に備えさせるようにした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行予定海域について、水路誌等の情報を活用し、最適な予定航
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路を決定すること。 

・航行予定進路を変更する場合は、操船に余裕のある時期に行うこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時刻 

（時：分：秒） 

北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

  05：48：43  33-21-47.2  129-34-19.0 314 326 10.3 

  05：53：22  33-22-32.5  129-33-56.2 015 008 11.6 

  05：55：22   33-22-50.0  129-34-11.3 074 063 9.7 

  05：55：43  33-22-51.7  129-34-15.7 103 072 11.2 

  05：55：54  33-22-51.9  129-34-17.9 093 085 10.1 

  05：56：09  33-22-52.5  129-34-20.6 033 058  9.3 

（注） 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地針

路は真方位である。 

 


